
申 請 者 ：

　　　氏　名

１．補助金の額
　世帯要件、工事内容について、それぞれ該当する項目の□にチェック(☑)を入れてください。 市ﾁｪｯｸ欄

□一般世帯 (下記の世帯要件①～③に合致しない世帯) □

□①移住世帯 □

令和２年４月１日以降～令和８年２月２７日までに県外から市内に移住した（する）世帯員を含む世帯

□➁新婚世帯 □

申請日において婚姻した日から５年以内である世帯（実績報告までに婚姻する場合を含む）

事実婚の場合は、同居を始めた日から５年以内である世帯

□➂子育て世帯 □

平成１９年４月２日以降に生まれた子がいる世帯（妊娠している場合を含む）

□酒田産木材を３㎥以上使用（県産木材の認証合板含む）する工事 □

□上記以外の工事 □

□一般世帯の場合

工事費用 円 × ＝ 円 、 Ａ 基本の額 □

かつ酒田産木材を３㎥以上使用しリフォームする場合、 Ｂ □

□世帯要件①～③のいずれかに合致する場合

かつ酒田産木材を３㎥以上使用しリフォームする場合、 Ｄ □

万円

２．申請時提出書類

☑申請時チェックリスト(この用紙です) □
□交付申請書 □
□工事点数算出表 □
□申請者と同居している世帯全員の住民票※（本籍・続柄が表示されているもの） □
□工事に係る見積書※（工事内訳が記載されているもの。一式表示は不可） □
□工事計画平面図（住宅全体の間取りがわかるものに、工事箇所を記入したもの） □
□工事箇所全ての着工前のカラー写真（Ａ４用紙に貼付けまたは印刷し、工事箇所名を記入したもの) □

□酒田産木材を３㎥以上使用する場合、木材使用量計算書 □

□①移住世帯 □住民票で山形県外からの転入を確認できない場合、戸籍の附票 □

□➁新婚世帯　 □戸籍謄本（戸籍全部事項証明書）の写し（婚姻日、配偶者氏名が確認できるもの） □
□実績報告時までに婚姻予定である場合、婚約証明書（法律婚用）
□事実婚である場合、 □それぞれの住民票の写し（本籍・続柄が表示されているもの）

□婚約証明書（事実婚用）

□➂子育て世帯 □申請日において妊娠している場合、母子手帳の写し（表紙および出産予定日がわかるページ） □

□住宅を購入しリフォームする場合、不動産売買契約書の写しまたは建物登記事項証明書の写し □
□増改築を行う場合（一部解体を行う場合を含む）、建築確認済証の写し（建築確認申請と同等の図面） □
□施工者が市外の事業者である場合、戸籍謄本の写し（申請者との親戚関係を示す書類） □
□やまがた省エネ健康住宅の認証を受けた改修工事を行う場合、設計適合証の写し □
□窓や外壁等の断熱化を要件工事として行う場合、基準を満たしていることを確認できる資料 □
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□リフォーム後に同居予定の場合、世帯全員の住民票の写し（本籍・続柄が表示されているもの）

× 、
Ｃ

□上限３０万円円

□

補助金の交付申請額

　工事費用

上限２４万円

上限３４万円

上限４０万円

令和７年度　住宅リフォーム総合支援事業　申請時チェックリスト

氏　名

窓口に来られた方：　本人・家族・施工者・その他
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　下記のチェックリストで申請時に必要な書類をご確認ください。該当する書類がすべてそろっている状態で受付します。
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Ａ ～ Ｄ のいずれか

円

（１万円未満切捨て）

※はコピーでも可


